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議案 第 １ ２号 の 参 考資 料

熊谷 市 手 数 料 徴 収 条例 の 一 部 を 改 正 する 条 例 案新 旧 対 照表

熊谷 市 手 数 料 徴 収 条 例 （ 平 成１ ７ 年 条例 第 ６ ６号 ）  

（下 線 部 分は 改 正 部 分 ）

改 正 案 現 行

別 表 （ 第 ２ 条 関 係 ）

事 務 の 種 類 手 数 料 の 額

１ １ 戸 籍 の 謄 本 若

し く は 抄 本 又

は 戸 籍 証 明 書

の 交 付  

（ 略 ）

１ ２ （ 略 ） （ 略 ）

１ ２

の ２

戸 籍 電 子 証 明

書 提 供 用 識 別

符 号 の 発 行

（ 地 方 公 共 団

体 の 手 数 料 の

標 準 に 関 す る

政 令 に 規 定 す

る 総 務 省 令 で

定 め る 金 額 等

を 定 め る 省 令

（ 平 成 １ ２ 年

自 治 省 令 第 ５

号 ）第 １ 条 の ２

に 規 定 す る 電

子 情 報 処 理 組

織 を 使 用 す る

方 法 に よ る 場

合 又 は 同 一 事

項 の 戸 籍 の 謄

抄 本 若 し く は

戸 籍 証 明 書 と

同 時 に 請 求 す

る 場 合 を 除 く 。） 

戸 籍 電 子 証

明 書 提 供 用

識 別 符 号 １

件 に つ き

４００円  

１ ３ 除 か れ た 戸 籍

の 謄 本 若 し く

は 抄 本 又 は 除  

（ 略 ）

別 表 （ 第 ２ 条 関 係 ）

事 務 の 種 類 手 数 料 の 額

１ １ 戸 籍 の 謄 本 若

し く は 抄 本 又

は 戸 籍 の 記 録

事 項 証 明 書（ 全

部 、個 人 、一 部 ）

の 交 付

（ 略 ）

１ ２ （ 略 ） （ 略 ）

１ ３ 除 か れ た 戸 籍

の 謄 本 若 し く

は 抄 本 又 は 除  

（ 略 ）
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改 正 案 現 行

籍 証 明 書 の 交

付

１ ４ （ 略 ） （ 略 ）

１ ４

の ２

除 籍 電 子 証 明

書 提 供 用 識 別

符 号 の 発 行

（ 地 方 公 共 団

体 の 手 数 料 の

標 準 に 関 す る

政 令 に 規 定 す

る 総 務 省 令 で

定 め る 金 額 等

を 定 め る 省 令

第 １ 条 の ２ に

規 定 す る 電 子

情 報 処 理 組 織

を 使 用 す る 方

法 に よ る 場 合

又 は 同 一 事 項

の 除 籍 の 謄 抄

本 若 し く は 除

籍 証 明 書 と 同

時 に 請 求 す る

場 合 を 除 く 。）

除 籍 電 子 証

明 書 提 供 用

識 別 符 号 １

件 に つ き

７００円  

１ ５ 戸 籍 に 関 す る

届 出 若 し く は

申 請 の 受 理 、届

書 そ の 他 の 書

類 の 記 載 事 項

又 は 届 書 等 情

報 の 内 容 の 証

明 書 の 交 付

（ 略 ）

１ ６ 戸 籍 に 関 す る

届 書 そ の 他 の

書 類 又 は 届 書

等 情 報 の 内 容

を 表 示 し た も

の の 閲 覧

書 類 又 は 届

書 等 情 報 の

内 容 を 表 示

し た も の １

件 に つ き 〇

３ ５ ０ 円

か れ た 戸 籍 の

記 録 事 項 証 明

書（ 全 部 、個 人 、

一 部 ） の 交 付

１ ４ （ 略 ） （ 略 ）

１ ５ 戸 籍 に 関 す る

届 出 若 し く は

申 請 の 受 理 又

は 届 書 そ の 他

の 書 類 の 記 載

事 項 の 証 明 書

の 交 付

（ 略 ）

１ ６ 戸 籍 に 関 す る

届 書 そ の 他 の

書 類 の 閲 覧  

書 類 １ 件 に

つき〇３５０

円
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改 正 案 現 行

 
３ ６

の ２

特 定 民 間 再 開

発 事 業（ 租 税 特

別 措 置 法 施 行

令（ 昭 和 ３ ２ 年

政 令 第 ４ ３ 号 ）

第 ２ ５ 条 の ４

第 ２ 項 に 規 定

す る 要 件 に 該

当 す る 事 業 を

い う 。） の 認 定

の 申 請 に 対 す

る 審 査  

（ 略 ）

３ ６

の ３

（ 略 ） （ 略 ）

備 考 （ 略 ）

３ ６

の ２

特 定 の 民 間 再

開 発 事 業（ 租 税

特 別 措 置 法 施

行 令（ 昭 和 ３ ２

年 政 令 第 ４ ３

号 ）第 ２ ０ 条 の

２ 第 １ ４ 項 又

は 第 ３ ８ 条 の

４ 第 ２ ４ 項 に

規 定 す る 要 件

に 該 当 す る 事

業 を い う 。） の

認 定 の 申 請 に

対 す る 審 査

３１，０００円 

３ ６

の ３

特 定 民 間 再 開

発 事 業（ 租 税 特

別 措 置 法 施 行

令 第 ２ ５ 条 の

４ 第 ２ 項 に 規

定 す る 要 件 に

該 当 す る 事 業

を い う 。） の 認

定 の 申 請 に 対

す る 審 査  

（ 略 ）

３ ６

の ４

（ 略 ） （ 略 ）

備 考 （ 略 ）
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議案 第 １ ３号 の 参 考資 料

熊 谷市 ス ポ ー ツ 推 進 審 議 会 条 例の 一 部 を改 正 す る条 例 案 新旧 対

照表  

熊谷市スポーツ推進審議会条例（平成１７年条例第１１５号） 
（下 線 部 分は 改 正 部分 ）

改 正 案 現 行

 第 ４ 条 審 議 会 の 委 員 は 、 次 に 掲 げ る 者 の

う ち か ら 市 長 が 委 嘱 す る 。

⑴ ・ ⑵  （ 略 ）

⑶ 公 募 に よ る 市 民

第 ４ 条 審 議 会 の 委 員 は 、 次 に 掲 げ る 者 の

う ち か ら 市 長 が 委 嘱 す る 。

⑴ ・ ⑵  （ 略 ）
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議案 第 １ ４号 の 参 考資 料

熊 谷市 消 防 団 員 等 公 務災 害 補 償 条 例 の 一部 を 改 正す る 条 例案 新

旧対 照 表  

熊 谷市 消 防 団員 等 公 務災 害 補 償 条 例 （ 平成 １ ７ 年条 例 第 ２２ ６

号）  

（下 線 部 分は 改 正 部分 ）

改 正 案 現 行

（ 補 償 基 礎 額 ）

第 ５ 条 （ 略 ）

２ 前 項 の 補 償 基 礎 額 は 、 次 に 定 め る と

こ ろ に よ る 。

⑴ （ 略 ）

⑵ 消 防 作 業 従 事 者 、 救 急 業 務 協 力 者

若 し く は 水 防 従 事 者 又 は 応 急 措 置 従

事 者 （ 以 下 「 消 防 作 業 従 事 者 等 」 と

い う 。）が 消 防 作 業 等 に 従 事 し 、若 し

く は 救 急 業 務 に 協 力 し 又 は 応 急 措 置

の 業 務 に 従 事 し た こ と に よ り 死 亡

し 、負 傷 し 、若 し く は 疾 病 に か か り 、

又 は 消 防 作 業 等 に 従 事 し 、 若 し く は

救 急 業 務 に 協 力 し 、 又 は 応 急 措 置 の

業 務 に 従 事 し た こ と に よ る 負 傷 若 し

く は 疾 病 に よ り 死 亡 し 、 若 し く は 障

害 が あ る 状 態 と な っ た 場 合 に あ っ て

は 、 ９ ， １ ０ ０ 円 と す る 。 た だ し 、

そ の 額 が 、 そ の 者 の 通 常 得 て い る 収

入 の 日 額 に 比 し て 公 正 を 欠 く と 認 め

ら れ る と き は 、 １ 万 ４ ， ２ ０ ０ 円 を

超 え な い 範 囲 内 に お い て こ れ を 増 額

し た 額 と す る こ と が で き る 。

３ ・ ４  （ 略 ）  

別 表 （ 第 ５ 条 関 係 ）

補 償 基 礎 額 表

階 級 勤 務 年 数

１０年未満 １０年以上 

２０年未満 

２０年以上 

団 長 及 び

副 団 長

１２，５００

円

１３，３５０

円

（ 略 ）

分団長及び

副分団長 

１０，８００

円

１１，６５０

円 

１２，５００

円

（ 補 償 基 礎 額 ）

第 ５ 条 （ 略 ）

２ 前 項 の 補 償 基 礎 額 は 、 次 に 定 め る と

こ ろ に よ る 。

⑴ （ 略 ）

⑵ 消 防 作 業 従 事 者 、 救 急 業 務 協 力 者

若 し く は 水 防 従 事 者 又 は 応 急 措 置 従

事 者 （ 以 下 「 消 防 作 業 従 事 者 等 」 と

い う 。）が 消 防 作 業 等 に 従 事 し 、若 し

く は 救 急 業 務 に 協 力 し 又 は 応 急 措 置

の 業 務 に 従 事 し た こ と に よ り 死 亡

し 、負 傷 し 、若 し く は 疾 病 に か か り 、

又 は 消 防 作 業 等 に 従 事 し 、 若 し く は

救 急 業 務 に 協 力 し 、 又 は 応 急 措 置 の

業 務 に 従 事 し た こ と に よ る 負 傷 若 し

く は 疾 病 に よ り 死 亡 し 、 若 し く は 障

害 が あ る 状 態 と な っ た 場 合 に あ っ て

は 、 ８ ， ９ ０ ０ 円 と す る 。 た だ し 、

そ の 額 が 、 そ の 者 の 通 常 得 て い る 収

入 の 日 額 に 比 し て 公 正 を 欠 く と 認 め

ら れ る と き は 、 １ 万 ４ ， ２ ０ ０ 円 を

超 え な い 範 囲 内 に お い て こ れ を 増 額

し た 額 と す る こ と が で き る 。

３ ・ ４  （ 略 ）  

別 表 （ 第 ５ 条 関 係 ）

補 償 基 礎 額 表

階 級 勤 務 年 数

１０年未満 １０年以上 

２０年未満 

２０年以上 

団 長 及 び

副 団 長

１２，４４０

円

１３，３２０

円

（ 略 ）

分団長及び

副分団長 

１０，６７０

円

１１，５５０

円

１２，４４０

円
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改 正 案 現 行

部長、班長

及び団員 

９，１００

円

９，９５０

円

１０，８００

円

 備 考 （ 略 ）

部長、班長

及び団員 

８，９００

円

９，７９０

円

１０，６７０

円

 備 考 （ 略 ）
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議案第１５号の参考資料

熊谷市消防関係事務手数料徴収条例の一部を改正する条例案新旧

対照表

熊谷市消防関係事務手数料徴収条例（平成１８年条例第１８２号） 
（下線部分は改正部分） 

改 正 案

別表（第２条関係）

 

 

事務の種類及び区分  手数料の額  

１  （略）  （略）  

２  消防法第１１

条第１項前段

の規定に基づ

く危険物の製

造所、貯蔵所又

は取扱所の設

置の許可の申

請に対する審

査

（略）  

貯蔵所  

（略） （略）  

特定屋外タンク貯蔵

所（浮き屋根を有する

特定屋外貯蔵タンク

のうち総務省令で定

めるものに係る特定

屋外タンク貯蔵所（以

下この項において「浮

き屋根式特定屋外タ

ン ク貯蔵 所」とい

う。）、浮き蓋付きの特

定屋外貯蔵タンクの

うち総務省令で定め

るものに係る特定屋

外タンク貯蔵所（以下

この項において「浮き

蓋付特定屋外タンク

貯蔵所」という。）及び

岩盤タンクに係る屋

外タンク貯蔵所を除

く。）

（略） （略）  

（略） （略）  

（略） （略）  

（略） （略）  

（略） （略）

（略） （略）

（略） （略）

（略） （略）

浮き屋根式特定屋

外タンク貯蔵所及

危険物の貯蔵最大数量が

１，０００キロリットル以

１，４５０，０００円  
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議案第●号の参考資料

熊谷市消防関係事務手数料徴収条例の一部を改正する条例案新旧

対照表

熊谷市消防関係事務手数料徴収条例（平成１８年条例第１８２号） 
（下線部分は改正部分） 

現 行

別表（第２条関係）

 

 

事務の種類及び区分  手数料の額  

１  （略）  （略）  

２  消防法第１１

条第１項前段

の規定に基づ

く危険物の製

造所、貯蔵所又

は取扱所の設

置の許可の申

請に対する審

査

（略）  

貯蔵所  

（略） （略）  

特定屋外タンク貯蔵

所（岩盤タンクに係る

屋外タンク貯蔵所を

除く。）

（略） （略）  

（略） （略）  

（略） （略）  

（略） （略）

（略） （略）  

（略） （略）

（略） （略）

（略） （略）

浮き屋根式特定屋

外タンク貯蔵所及

危険物の貯蔵最大数量が

１，０００キロリットル以

１，４５０，０００円  
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び浮き蓋付特定屋

外タンク貯蔵所  

上５，０００キロリットル

未満のもの 

 

危険物の貯蔵最大数量が

５，０００キロリットル以

上１０，０００キロリット

ル未満のもの 

１，７２０，０００円  

    

危険物の貯蔵最大数量が

１０，０００キロリットル

以上５０，０００キロリット

ル未満のもの 

１，９２０，０００円  

    

危険物の貯蔵最大数量が

５０，０００キロリットル

以上１００，０００キロリ

ットル未満のもの 

２，３６０，０００円  

    

危険物の貯蔵最大数量が

１００，０００キロリット

ル以上２００，０００キロ

リットル未満のもの 

２，７４０，０００円  

    

危険物の貯蔵最大数量が

２００，０００キロリット

ル以上３００，０００キロ

リットル未満のもの 

５，６４０，０００円  

    

危険物の貯蔵最大数量が

３００，０００キロリット

ル以上４００，０００キロ

リットル未満のもの 

７，２４０，０００円  

    

危険物の貯蔵最大数量が

４００，０００キロリット

ル以上のもの 

８，７９０，０００円  

   

岩盤タンクに係る

屋外タンク貯蔵所  

危険物の貯蔵最大数量が

４００，０００キロリット

ル未満のもの 

５，９３０，０００円  

   （略） （略）  

   （略） （略）  
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び浮き蓋付特定屋

外タンク貯蔵所

上５，０００キロリットル

未満のもの

危険物の貯蔵最大数量が

５，０００キロリットル以

上１０，０００キロリット

ル未満のもの

１，７２０，０００円  

危険物の貯蔵最大数量が

１０，０００キロリットル

以上５０，０００キロリット

ル未満のもの

１，９２０，０００円  

危険物の貯蔵最大数量が

５０，０００キロリットル

以上１００，０００キロリ

ットル未満のもの

２，３６０，０００円  

危険物の貯蔵最大数量が

１００，０００キロリット

ル以上２００，０００キロ

リットル未満のもの

２，７４０，０００円  

危険物の貯蔵最大数量が

２００，０００キロリット

ル以上３００，０００キロ

リットル未満のもの

５，６４０，０００円  

危険物の貯蔵最大数量が

３００，０００キロリット

ル以上４００，０００キロ

リットル未満のもの

７，２４０，０００円  

危険物の貯蔵最大数量が

４００，０００キロリット

ル以上のもの

８，７９０，０００円  

岩盤タンクに係る

屋外タンク貯蔵所

危険物の貯蔵最大数量が

４００，０００キロリット

ル未満のもの

５，９３０，０００円  

（略） （略）  

（略） （略）  
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３ 消防法第１１条第１項後段の規定に基づく危険物の製造所、貯

蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対

する審査

２の項の区分（特定屋

外タンク貯蔵所、準特

定屋外タンク貯蔵所又

は岩盤タンクに係る屋

外タンク貯蔵所にあっ

ては、総務省令で定め

る場合には、特定屋外

タンク貯蔵所、準特定

屋外タンク貯蔵所及び

岩盤タンクに係る屋外

タンク貯蔵所以外の屋

外タンク貯蔵所とみな

して、２の項の区分）

に従い、それぞれ当該

手数料の額の２分の１

に相当する額  

４ 消防法第１１条第５項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所

又は取扱所の設置の許可に係る完成検査

２の項の区分（特定屋

外タンク貯蔵所、準特

定屋外タンク貯蔵所又

は岩盤タンクに係る屋

外タンク貯蔵所にあっ

ては、特定屋外タンク

貯蔵所、準特定屋外タ

ンク貯蔵所及び岩盤タ

ンクに係る屋外タンク

貯蔵所以外の屋外タン

ク貯蔵所とみなして、

２の項の区分。以下同

じ。）に従い、それぞ

れ当該手数料の額の２

分の１に相当する額  

備考（略）
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３ 消防法第１１条第１項後段の規定に基づく危険物の製造所、貯

蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対

する審査

２の項の区分（特定屋

外タンク貯蔵所、準特

定屋外タンク貯蔵所又

は岩盤タンクに係る屋

外タンク貯蔵所にあっ

ては、総務省令で定め

る場合には、特定屋外

タンク貯蔵所及び準特

定屋外タンク貯蔵所以

外の屋外タンク貯蔵所

とみなして、２の項の

区分）に従い、それぞ

れ当該手数料の額の２

分の１に相当する額  

４ 消防法第１１条第５項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所

又は取扱所の設置の許可に係る完成検査

２の項の区分（特定屋

外タンク貯蔵所、準特

定屋外タンク貯蔵所又

は岩盤タンクに係る屋

外タンク貯蔵所にあっ

ては、特定屋外タンク

貯蔵所及び準特定屋外

タンク貯蔵所以外の屋

外タンク貯蔵所とみな

して、２の項の区分。

以下同じ。）に従い、

それぞれ当該手数料の

額の２分の１に相当す

る額  

備考（略）
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議案 第 １ ６号 の 参 考資 料  
熊 谷市 会 計 年度 任 用 職 員 の 報 酬及 び 費 用弁 償 等 に関 す る 条例 の

一部 を 改 正す る 条 例 案 新 旧 対照 表  
熊 谷 市 会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 等 に 関 す る 条 例

（令 和 元 年条 例 第 ３３ 号 ）  

（下 線 部 分は 改 正 部 分 ）  

改 正 案 現 行 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 報 酬 等 ）  

第 ２ 条  法 第 ２ ２ 条 の ２ 第 １ 項 第 １ 号 に

掲 げ る 職 員 （ 以 下 「 第 １ 号 会 計 年 度 任

用 職 員 」と い う 。）に は 、報 酬 、期 末 手

当 及 び 勤 勉 手 当 を 支 給 す る 。  

２ ～ ９  （ 略 ）  

１ ０  第 １ 号 会 計 年 度 任 用 職 員 の 期 末 手

当 は 、 任 期 が ２ 月 以 上 の 者 （ 規 則 で 定

め る 者 を 除 く 。）で ６ 月 １ 日 及 び １ ２ 月

１ 日 （ 次 項 及 び 第 １ ２ 項 （ こ れ ら の 規

定 を 第 ６ 条 第 ５ 項 に お い て 準 用 す る 場

合 を 含 む 。）に お い て「 基 準 日 」と い う 。）

に そ れ ぞ れ 在 職 す る も の に 支 給 す る 。  

１ １ ～ １ ３  （ 略 ）  

１ ４  第 １ 号 会 計 年 度 任 用 職 員 の 勤 勉 手

当 は 、 任 期 が ２ 月 以 上 の 者 （ 規 則 で 定

め る 者 を 除 く 。）で ６ 月 １ 日 及 び １ ２ 月

１ 日 （ 以 下 こ の 項 及 び 第 １ ６ 項 （ こ れ

ら の 規 定 を 第 ６ 条 第 ６ 項 に お い て 準 用

す る 場 合 を 含 む 。） に お い て 「 基 準 日 」

と い う 。） に そ れ ぞ れ 在 職 す る も の に 、

そ の 者 の 基 準 日 以 前 ６ か 月 以 内 の 期 間

に お け る 勤 務 の 状 況 に 応 じ て 支 給 す

る 。  

１ ５  第 １ 号 会 計 年 度 任 用 職 員 の 勤 勉 手

当 の 額 は 、 勤 勉 手 当 基 礎 額 に 市 長 が 定

め る 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 と す る 。 こ の

場 合 に お い て 、 第 １ 号 会 計 年 度 任 用 職

員 に 支 給 す る 勤 勉 手 当 の 額 の 総 額 は 、

当 該 第 １ 号 会 計 年 度 任 用 職 員 の 勤 勉 手

当 基 礎 額 に １ ０ ０ 分 の １ ０ ２ ． ５ を 乗

じ て 得 た 額 の 総 額 を 超 え て は な ら な

い 。  

１ ６  前 項 の 勤 勉 手 当 基 礎 額 は 、 そ れ ぞ

れ の 基 準 日 現 在 に お い て 第 １ 号 会 計 年

度 任 用 職 員 が 受 け る べ き 報 酬 の 月 額 に

（ 報 酬 等 ）  

第 ２ 条  法 第 ２ ２ 条 の ２ 第 １ 項 第 １ 号 に

掲 げ る 職 員 （ 以 下 「 第 １ 号 会 計 年 度 任

用 職 員 」と い う 。）に は 、報 酬 及 び 期 末

手 当 を 支 給 す る 。  

２ ～ ９  （ 略 ）  

１ ０  第 １ 号 会 計 年 度 任 用 職 員 の 期 末 手

当 は 、 任 期 が ６ 月 以 上 の 者 （ 規 則 で 定

め る 者 を 除 く 。）で ６ 月 １ 日 及 び １ ２ 月

１ 日 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 基 準 日 」

と い う 。）に そ れ ぞ れ 在 職 す る も の に 支

給 す る 。  

 

１ １ ～ １ ３  （ 略 ）  
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改 正 案 現 行 

  

 

 

 

相 当 す る 額 と し て 規 則 で 定 め る 額 と す

る 。  

１ ７  前 ３ 項 に 規 定 す る も の の ほ か 、 第

１ 号 会 計 年 度 任 用 職 員 の 勤 勉 手 当 は 、

一 般 職 常 勤 職 員 の 例 に よ り 支 給 す る 。  

（ 報 酬 等 の 特 例 ）  

第 ３ 条  特 殊 な 専 門 的 知 識 を 必 要 と す る

業 務 に 従 事 す る 第 １ 号 会 計 年 度 任 用 職

員 で 規 則 で 定 め る も の に 対 す る 報 酬 の

額 は 、 前 条 第 ３ 項 か ら 第 ９ 項 ま で の 規

定 に か か わ ら ず 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 者

の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 を

超 え な い 範 囲 内 に お い て 規 則 で 定 め

る 。  

 ⑴  （ 略 ）  

 ⑵  日 額 の 報 酬 を 受 け る 者  日 額 ２ 万

円  

２  前 項 に 規 定 す る 者 に 対 す る 期 末 手 当

及 び 勤 勉 手 当 に つ い て は 、 前 条 第 １ ０

項 か ら 第 １ ７ 項 ま で の 規 定 に か か わ ら

ず 、 規 則 で 定 め る 。  

第 ４ 条  統 一 的 な 基 準 に 基 づ き 報 酬 を 支

給 す る 必 要 が あ る と 認 め ら れ る 第 １ 号

会 計 年 度 任 用 職 員 で 規 則 で 定 め る も の

に 対 す る 報 酬 の 額 、 期 末 手 当 及 び 勤 勉

手 当 に つ い て は 、 前 ２ 条 の 規 定 に か か

わ ら ず 、 当 該 基 準 に 基 づ き 規 則 で 定 め

る 。  

（ 給 料 等 ）  

第 ６ 条  法 第 ２ ２ 条 の ２ 第 １ 項 第 ２ 号 に

掲 げ る 職 員 （ 以 下 「 第 ２ 号 会 計 年 度 任

用 職 員 」と い う 。）に は 、給 料 、地 域 手

当 、 通 勤 手 当 、 時 間 外 勤 務 手 当 、 休 日

勤 務 手 当 、 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 を 支

給 す る 。  

２ ～ ４  （ 略 ）  

５  第 ２ 条 第 １ ０ 項 か ら 第 １ ３ 項 ま で の

規 定 は 、 第 ２ 号 会 計 年 度 任 用 職 員 の 期

末 手 当 の 支 給 に つ い て 準 用 す る 。 こ の

場 合 に お い て 、同 条 第 １ ０ 項 中「 者（ 規

則 で 定 め る 者 を 除 く 。）」 と あ る の は

「 者 」 と 、 同 条 第 １ ２ 項 中 「 前 項 」 と

 

 

 

 

 

（ 報 酬 等 の 特 例 ）  

第 ３ 条  特 殊 な 専 門 的 知 識 を 必 要 と す る

業 務 に 従 事 す る 第 １ 号 会 計 年 度 任 用 職

員 で 規 則 で 定 め る も の に 対 す る 報 酬 の

額 は 、 前 条 第 ３ 項 か ら 第 ９ 項 ま で の 規

定 に か か わ ら ず 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 者

の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 を

超 え な い 範 囲 内 に お い て 規 則 で 定 め

る 。  

 ⑴  （ 略 ）  

 ⑵  日 額 の 報 酬 を 受 け る 者  日 額 １ 万

５ ， ０ ０ ０ 円  

２  前 項 に 規 定 す る 者 に 対 す る 期 末 手 当

に つ い て は 、 前 条 第 １ ０ 項 か ら 第 １ ３

項 ま で の 規 定 に か か わ ら ず 、 規 則 で 定

め る 。  

第 ４ 条  統 一 的 な 基 準 に 基 づ き 報 酬 を 支

給 す る 必 要 が あ る と 認 め ら れ る 第 １ 号

会 計 年 度 任 用 職 員 で 規 則 で 定 め る も の

に 対 す る 報 酬 の 額 及 び 期 末 手 当 に つ い

て は 、 前 ２ 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当

該 基 準 に 基 づ き 規 則 で 定 め る 。  

 

（ 給 料 等 ）  

第 ６ 条  法 第 ２ ２ 条 の ２ 第 １ 項 第 ２ 号 に

掲 げ る 職 員 （ 以 下 「 第 ２ 号 会 計 年 度 任

用 職 員 」と い う 。）に は 、給 料 、地 域 手

当 、 通 勤 手 当 、 時 間 外 勤 務 手 当 、 休 日

勤 務 手 当 及 び 期 末 手 当 を 支 給 す る 。  

 

２ ～ ４  （ 略 ）  

５  第 ２ 条 第 １ ０ 項 か ら 第 １ ３ 項 ま で の

規 定 は 、 第 ２ 号 会 計 年 度 任 用 職 員 の 期

末 手 当 の 支 給 に つ い て 準 用 す る 。 こ の

場 合 に お い て 、同 条 第 １ ０ 項 中「 者（ 規

則 で 定 め る 者 を 除 く 。）」 と あ る の は

「 者 」と 、「以 下 こ の 条 」と あ る の は「 第

―14―



 
改 正 案 現 行 

  

 

 

 

 

６ 条 第 ５ 項 に お い て 準 用 す る 第 ２ 条 第

１ １ 項 及 び 第 １ ２ 項 」 と 、 同 条 第 １ ２

項 中 「 前 項 」 と あ る の は 「 第 ６ 条 第 ５

項 に お い て 準 用 す る 第 ２ 条 第 １ １ 項 」

と 、 同 条 第 １ ３ 項 中 「 前 ３ 項 」 と あ る

の は 「 第 ６ 条 第 ５ 項 に お い て 準 用 す る

第 ２ 条 第 １ ０ 項 か ら 第 １ ２ 項 ま で 」 と

読 み 替 え る も の と す る 。  

 

あ る の は 「 第 ６ 条 第 ５ 項 に お い て 準 用

す る 第 ２ 条 第 １ １ 項 」と 、「報 酬 の 月 額 」

と あ る の は 「 給 料 の 月 額 及 び こ れ に 対

す る 地 域 手 当 の 月 額 の 合 計 額 」 と 、 同

条 第 １ ３ 項 中「 前 ３ 項 」と あ る の は「 第

６ 条 第 ５ 項 に お い て 準 用 す る 第 ２ 条 第

１ ０ 項 か ら 第 １ ２ 項 ま で 」と 読 み 替 え る

も の と す る 。  

６  第 ２ 条 第 １ ４ 項 か ら 第 １ ７ 項 ま で の

規 定 は 、 第 ２ 号 会 計 年 度 任 用 職 員 の 勤

勉 手 当 の 支 給 に つ い て 準 用 す る 。 こ の

場 合 に お い て 、同 条 第 １ ４ 項 中「 者（ 規

則 で 定 め る 者 を 除 く 。）」 と あ る の は

「 者 」 と 、 同 条 第 １ ６ 項 中 「 前 項 」 と

あ る の は 「 第 ６ 条 第 ６ 項 に お い て 準 用

す る 第 ２ 条 第 １ ５ 項 」と 、「報 酬 の 月 額 」

と あ る の は 「 給 料 の 月 額 及 び こ れ に 対

す る 地 域 手 当 の 月 額 の 合 計 額 」 と 、 同

条 第 １ ７ 項 中「 前 ３ 項 」と あ る の は「 第

６ 条 第 ６ 項 に お い て 準 用 す る 第 ２ 条 第

１ ４ 項 か ら 第 １ ６ 項 ま で 」 と 読 み 替 え

る も の と す る 。  
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順
位

円 円

円 円

円 円

内
　
訳

契　約　の　相　手　方

建築工事、建築工事の監理　（その２）

契約予定金額 うち消費税の額

4,660,786,231

1,977,687,105 165,364,969

232,866,590

熊谷ＲＳマネジメント株式会社

2,683,099,126

設計、土木工事、土木工事の監理、開業準備、
維持管理、運営　(その１）

うち消費税の額

契　約　金　額 うち消費税の額

※　技術審査点と価格審査点の和を総合審査点とし、一番高い得点を得た者を最優秀提案者とする。

　

1

398,231,559

契　約　予　定　総　額

総合審査　※

1
ＮＥＣキャピタルソリューショ
ングループ

円 点

最優秀
提案者

4,660,786,231 技術審査点：55.41
価格審査点：20.00
総合審査点：75.41

番
　
号

業　　　　　者　　　　　名

審　査　内　容 結
　
果金額

令和５年１１月１５日

提案価格の上限額 4,661,000,000 円

（ＮＥＣキャピタルソリュー
ショングループの構成企業が出
資した特別目的会社）

議案第１７号の参考資料

業　者　名　及　び　審　査　結　果

事 業 名 （仮称）道の駅「くまがや」整備事業

事 業 場 所 熊谷市池上地内

審 査 年 月 日
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１ 事 業 名  （仮称）道の駅「くまがや」整備事業（その１） 
 
２ 事業場所  熊谷市池上地内 
 
３ 事業概要‘  

⑴ 設計 

⑵ 土木工事 

⑶ 土木工事の監理 

⑷ 開業準備 

⑸ 維持管理 

⑹ 運営 

 

４ 契約の相手方の概要 
 ⑴ 熊谷ＲＳマネジメント株式会社は、ＮＥＣキャピタルソリューショング

ループの構成企業が出資した特別目的会社である。 
 ⑵ 契約の相手方への出資状況 

出資者 出資比率 
ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 ３８．０％ 
小川工業株式会社 ２６．６％ 
株式会社ワールドインテック １９．０％ 
大和建設株式会社 １１．４％ 
株式会社東海テック ５．０％ 

 

５ 施設概要 

⑴ 屋内施設  

農水産物等直売所・加工品販売所、飲食施設、屋内遊び場等 

 ⑵ 屋外施設  

駐車場、緑地、調整池等 
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号の参考資料

２ 市道

20627

号線

開発行為に伴い本市に帰属された道路を市道として管理したいため

41135 開発行為に伴い本市に帰属された道路を市道として管理したいため

議案第 １８

認定路線調書・位置図

整理

番号
路　　線　　名 認　　　　定　　　　理　　　　由

１ 市道 号線
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奈良公民館

市立奈良小学校

1

凡　例

起点

縮尺 １：２，５００ 終点

起  点  下奈良字中妻西６１５番３地先

終  点  下奈良字中妻西６２１番２地先

整理

番号
路 線 名 幅  員 (m) 延  長 (m)

１ 市道 ２０６２７ 号線 5.0 99.9

N
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航空自衛隊

熊谷基地

2

凡　例

起点

縮尺 １：２，５００ 終点

起  点  美土里町二丁目７０番５地先

終  点  美土里町二丁目７０番１０地先

整理

番号
路 線 名 幅  員 (m) 延  長 (m)

２ 市道 ４１１３５ 号線 6.0 49.2

N
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号の参考資料

２ 市道 妻沼3374 号線
県道本庄妻沼線の拡幅区間が供用開始されたことに伴い、当該路線
が重複するため

議案第 １９

廃止路線調書・位置図

整理

番号
路　　線　　名 廃　　　　止　　　　理　　　　由

１ 市道 90412 号線 和田吉野川の改修工事に伴い、当該路線が河川区域となるため
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1

凡　例

起点

縮尺 １：２，５００ 終点

起  点  平塚新田字下耕地４０番１地先

終  点  平塚新田字下耕地４１番地先

整理

番号
路 線 名 幅  員 (m) 延  長 (m)

1 市道 ９０４１２ 号線 2.0～2.5 15.0

N
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2

凡　例

起点

縮尺 １：２，５００ 終点

起  点  永井太田字西南１３３７番地先

終  点 永井太田字間の道１２８１番１地先

整理

番号
路 線 名 幅  員 (m) 延  長 (m)

２ 市道 妻沼３３７４ 号線 3.9 54.0

N
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